
新旧対照表（高知県県産材加工力強化事業実施要領）

新 旧

第１～第２ （略）

第３ 加工力強化整備事業

１～２ （略）

３ 事業計画の作成

補助事業者が「加工力強化」・「品質向上」・「大径材利用」を実施しようとするときは別紙３、「グ

リーン化」を実施しようとするときは別紙３－２、「労働環境整備」を実施しようとするときは別紙

３－３、「目立て加工」を実施しようとするときは別紙３－５による高知県県産材加工力強化事業計

画書（以下「事業計画書」という。）に次に掲げる資料を添付の上、所管の林業事務所を経由して、

知事に提出しなければならない。

（１）収支計画書（別紙３－１）※「加工力強化」・「品質向上」・「大径材利用」のみ

（２）リスクアセスメント記録書（別紙３－４）※「労働環境整備」のみ

（３）法人にあっては、直近３年の決算書

（４）個人にあっては、直近３年の青色申告決算書又は収支内訳書

（５）県税事務所で発行する全税目の納税証明書（滞納がないことを証するもの）

（６）事業費の積算基礎となる資料（設計書、カタログ、見積書等）

（７）（１）から（６）までに掲げるもののほか、審査基準の証明に必要な書類

４ 事業計画の提出及び決定

（１）計画の審査

林業事務所長（以下「所長」という。）は、事業計画のヒアリングを行い、「加工力強化」・「品

質向上」にあっては、別記「高知県県産材加工力強化事業審査基準」（以下「審査基準」という。）

により審査表（別紙４）を作成するとともに意見を添え別紙５により副申するものとし、「グリー

ン化」・「労働環境整備」・「目立て加工」・「大径材利用」にあっては、別紙５－２により進達する

ものとする。この場合において、副申・進達に当たっては、事業計画書及びヒアリング時に徴収

した資料の全部を併せて提出するものとする。

（２）計画の採択

知事は、「加工力強化」・「品質向上」にあっては（１）に基づき所長から提出があった審査表及

び意見等を踏まえ、産業振興計画の産業成長戦略への効果等を勘案し、別記審査基準により優先

順位を決定し、順位の高いものから事業計画を採択することとし、その結果を所長に通知するも

のとする。また「グリーン化」・「労働環境整備」・「目立て加工」・「大径材利用」にあっては当該

内容を審査し、適正と認められる場合は、その結果を所長に通知するものとする。

（３）採択等の通知 （略）

第４～５ （略）

別紙１～２-２ （略）

第１～第２ （略）

第３ 加工力強化整備事業

１～２ （略）

３ 事業計画の作成

補助事業者が「加工力強化」・「品質向上」を実施しようとするときは別紙３、「グリーン化」を実

施しようとするときは別紙３－２、「労働環境整備」を実施しようとするときは別紙３－３、「目立

て加工」を実施しようとするときは別紙３－５による高知県県産材加工力強化事業計画書（以下「事

業計画書」という。）に次に掲げる資料を添付の上、所管の林業事務所を経由して、知事に提出しな

ければならない。

（１）収支計画書（別紙３－１）※「加工力強化」・「品質向上」のみ

（２）リスクアセスメント記録書（別紙３－４）※「労働環境整備」のみ

（３）法人にあっては、直近３年の決算書

（４）個人にあっては、直近３年の青色申告決算書又は収支内訳書

（５）県税事務所で発行する全税目の納税証明書（滞納がないことを証するもの）

（６）事業費の積算基礎となる資料（設計書、カタログ、見積書等）

（７）（１）から（６）までに掲げるもののほか、審査基準の証明に必要な書類

４ 事業計画の提出及び決定

（１）計画の審査

林業事務所長（以下「所長」という。）は、事業計画のヒアリングを行い、「加工力強化」・「品

質向上」にあっては、別記「高知県県産材加工力強化事業審査基準」（以下「審査基準」という。）

により審査表（別紙４）を作成するとともに意見を添え別紙５により副申するものとし、「グリー

ン化」・「労働環境整備」・「目立て加工」にあっては、別紙５－２により進達するものとする。こ

の場合において、副申・進達に当たっては、事業計画書及びヒアリング時に徴収した資料の全部

を併せて提出するものとする。

（２）計画の採択

知事は、「加工力強化」・「品質向上」にあっては（１）に基づき所長から提出があった審査表及

び意見等を踏まえ、産業振興計画の産業成長戦略への効果等を勘案し、別記審査基準により優先

順位を決定し、順位の高いものから事業計画を採択することとし、その結果を所長に通知するも

のとする。また「グリーン化」・「労働環境整備」・「目立て加工」にあっては当該内容を審査し、

適正と認められる場合は、その結果を所長に通知するものとする。

（３）採択等の通知 （略）

第４～５ （略）

別紙１～２-２ （略）



新 旧

別紙３

年 月 日

高知県知事 様

所 在 地（又は住所）

補助事業者 名 称

代表者名

高知県県産材加工力強化事業計画書

高知県県産材加工力強化事業実施要領第３の３の規定により、下記製材関連施設導入に関する事業

計画書を提出します

記

（注）１「製材関連施設の名称」欄は、製材関連施設名を記入し、新品・中古を○で囲んで

ください。

２「その他」欄は、新設又は更新を○で囲んでください。

別紙３

年 月 日

高知県知事 様

所 在 地（又は住所）

補助事業者 名 称

代表者名

高知県県産材加工力強化事業計画書

高知県県産材加工力強化事業実施要領第３の３の規定により、下記製材関連施設導入に関する事業

計画書を提出します

記

（注）１「製材関連施設の名称」欄は、製材関連施設名を記入し、新品・中古を○で囲んで

ください。

２「その他」欄は、新設又は更新を○で囲んでください。

導 入 す る 製 材 関 連 施 設 の 内 容

製材関連施設

の名称
施工箇所

構造規格又は

規模
数量 導入予定年月 取得予定価格

耐用

年数
その他

（新品・中古）

１新設

２更新

（新品・中古）

１新設

２更新

(新品・中古)

１新設

２更新

導 入 す る 製 材 関 連 施 設 の 内 容

製材関連施設

の名称
施工箇所

構造規格又は

規模
数量 導入予定年月 取得予定価格

耐用

年数
その他

（新品・中古）

１新設

２更新

（新品・中古）

１新設

２更新

(新品・中古)

１新設

２更新



新 旧

１ （略）

２ 現状及び計画

（１） （略）

（２）利用計画

「加工力強化」・「品質向上」

「大径材利用」

（注）利用計画量は、設備導入後５年間（耐用年数が４年以内の場合は、耐用年数期間）の計画

量を記入してください。

（３）～（４） （略）

３ （略）

１ （略）

２ 現状及び計画

（１） （略）

（２）利用計画

（注）利用計画量は、設備導入後５年間（耐用年数が４年以内の場合は、耐用年数期間）の計画量

を記入してください。

（３）～（４） （略）

３ （略）

現 状 利 用 計 画

最近３年の平均
令和 年度

（導入年度）

令和 年度

（導入後１年目）

令和 年度

（導入後２年目）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

令和 年度

（導入後３年目）

令和 年度

（導入後４年目）

令和 年度

（導入後５年目）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

現 状 利 用 計 画

最近３年の平均
令和 年度

（導入年度）

令和 年度

（導入後１年目）

令和 年度

（導入後２年目）

原木消費量

（うち大径材）

原木消費量

（うち大径材）

原木消費量

（うち大径材）

原木消費量

（うち大径材）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

令和 年度

（導入後３年目）

令和 年度

（導入後４年目）

令和 年度

（導入後５年目）

原木消費量

（うち大径材）

原木消費量

（うち大径材）

原木消費量

（うち大径材）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

現 状 利 用 計 画

最近３年の平均
令和 年度

（導入年度）

令和 年度

（導入後１年目）

令和 年度

（導入後２年目）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

令和 年度

（導入後３年目）

令和 年度

（導入後４年目）

令和 年度

（導入後５年目）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

販売量

（うち乾燥材）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）

㎥

（ ㎥）



新 新

別紙３-１～６ （略） 別紙３-１～６ （略）


